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ODA による東日本大震災の被災地の 
農水加工品と工業用品の提供の中止を要望します 

 
 外務省が、東日本大震災の復興支援で 170 億円を 2011 年第三次補正予算案に計上し、その内
50 億円は、政府開発援助（ODA）の一環として、福島、宮城、岩手 3県を中心とする被災地の農
水産物の加工品や医療機器などの工業製品を発展途上国に提供すると、報道等で知りました。この
報道を受け、外務省国際協力局開発協力総括課に電話をし、以下のことを確認いたしました。 
・	
 農水産物については、ツナ、サバ缶などの水産加工品を検討中 
・	
 日本の食品衛生法の暫定規制値以下の放射線量の農水加工品を提供 
・	
 農水産物の加工品は、国連世界食料計画（WFP）経由で配布を検討中 
・	
 途上国に提供する農水産物は、産地を明記し、放射性物質の検査証明書を添付し、相手国側の
要請により受け入れを表明された国に、日本が提供する ODA 資金で購入してもらう（提供国
はまだ決定していない） 

・	
 工業製品は医療機器などを検討しているが、放射線量を計測する予定はない 
 
放射性物質に関しては、まだ完全に解明されていないことも多く、長期に渡る低レベル放射能被

ばくや、内部被ばくを心配し、福島第一原発事故の直後に大幅に引き上げられた日本の食品に含ま
れる放射線量の暫定基準値に対し、警告を発している専門家が国内外にいます。12 暫定基準値の
見直し、給食の食材の産地公開と西日本を中心とした食材の使用を求める声が、母親たちの間で挙
がっています。 
基準値は国によっても違い3、福島第一原発事故以降、アメリカ、アジア、ヨーロッパ、中東、

南米、アフリカなどの国々で、放射能汚染を心配し、日本からの食材の輸入を制限・禁止をしてい
ます。4 また、日本の工業製品についても、放射線量を計測している国々があります。5 
しかし、アフリカの途上国の多くの国では、基準値がまだ設定されていないのか、食品の放射線

量については、コンゴ民主共和国以外で制限・禁止している国はありません（北アフリカを除く）。
長期に渡る紛争を経て今年７月に国になったばかりの南スーダン共和国や紛争中のソマリア共和
国などは、放射性物質の基準値が設定されているとは考えられません。 
本来、物資支援の場合、日本から高い輸送コストをかけて送るよりも、被援助国または近隣諸国

で調達することで、その国の経済支援にも繋がります。被災地支援と途上国支援を、別個に考え、
それぞれ最も求められる支援をして下さることを望みます。 
 
ODA は私たち市民の税金によって行われます。私たちの税金を使って、途上国の人々に放射性

物質の含まれている（または付着している）食品や工業製品が提供されることは、非常に遺憾です。
放射性物質が含まれている（または付着している）可能性がある食品や工業製品を含め、日本から
海外へ持ち出すことはしないで下さい。 
ODA による東日本大震災の被災地の農水加工品と工業用品の提供の中止を要望

します。 
福島第一原発事故を教訓とし、日本が率先し途上国に対して、原子力と放射能の危険性を伝え、

原発のない安心して暮らせる社会を、私たち市民とともに目指して下さるようお願いいたします。 
 

SHUT 泊・泉かおり（北海道在住）、STOP！浜岡原発・戸倉由紀枝（静岡県在住） 
賛同人…・                         
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